
森林活用推進課 実施主体

交付申請書の作成受理

交付決定通知 受理

内容の審査

事業実施

提出

送付

※交付決定後でないと
事業実施できません

ぎふ木育全県展開推進事業 事務手続きの流れ

実績報告書の作成受理

額の確定通知 受理

確認

交付請求書の作成受理

確認

補助金の交付 受理

提出

送付

提出

支払い

事業実施後20日以内に

期限：事業実施年度の1月31日

実施計画書の作成受理

内示 受理

提出

送付
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